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３　公社等の公益的使命と県が期待する役割

  
４　評価
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※1　上記ロ及びハにおける「団体による自己評価」・「県（主務課）の所見」及び「参考指標」は、それぞれの項目に係る経営評価指標に基づき記載しているもの。

財務の
健全性　※1

　「事業２」については、会費収入等を財源としており、事業
実施にあたっては、新規会員の加入を募るなど、会員数の
拡大及び会費収入の増加を図り、自主財源の確保を図る
必要がある。

　将来的に安定した活動を行うためには、自主財源
の確保が必要であることから、引き続き新規会員の
加入促進などの積極的な働きかけが必要である。

B

総合評価・今後
の方向性と課題

　「みやぎ心のケアセンター第２次運営計画」におい
て令和３年度以降の組織のあり方及び事業の方向
性が決まったが、引き続き、公益法人として組織運
営及び財務の健全性を確保しながら、事業を実施し
ていく。

　今後も震災後の活動を活かし、関係機関と連携し
た総合的な心のケア対策の実施が期待されるため、
安定した法人運営が行えるよう人材育成や自主財
源の確保に向けた取組が必要であり、引き続き連携
しながら助言等を行っていく。また、心のケアセン
ター活動終了を見据え、地域精神保健福祉活動に
移行していく必要があることから、保健所、市町等の
支援者支援の強化も期待する。

総合
評価

A

上記３
への対応

　機関誌・広報誌の発行（400部・1200部）、地域講演会開
催（５回）、精神障害者相談支援（アドバイザー・講師派遣２
回）を行ったほか、心のケアセンター事業として、地域住民
支援（相談等1,940件）、支援者支援（指導・助言等278回）、
普及啓発（研修会等38回，広報等97回）を実施し、県民の
心のケア支援を推進した。

　市町や県機関と連携した地域講演会を開催し、精
神保健福祉に係る普及啓発や、アドバイザー・講師
の派遣などを通じて、市町の相談支援の資質向上を
図るなど、精神障害者の地域移行への取組を推進
している。また、みやぎ心のケアセンターを運営し、
被災者や支援者の支援など、 本県における心のケ
ア支援の拠点として積極的に活動している。

組織運営の
健全性　※1

　基幹センターに経理職を採用し、地域センターに担当職
員を配置し、内部統制に努めるとともに、内部規程等の制
定・改正は、課長以上会議で説明後、全職員に通知した。
また、全職員参加の職員会議（研修会）においてコンプライ
アンスに対する意識の向上を図った。

　経理事務等における内部牽制の取組や職員のコ
ンプライアンスに対する意識向上の取組を積極的に
行っており、良好な組織運営であると認められる。本
県が依頼する提出資料等についても、迅速に対応
し、説明・提出を行っている。引き続き組織運営の維
持・強化が図られるよう助言等を行う。

A

現在の団体としての公益的使命・役割・目標 県が期待する団体の役割（県施策との関連等）
　精神保健福祉の向上と精神障害者の社会復帰の促進を図る一翼を担うとと
もに、県の「令和３年度以降の宮城県心のケア取組方針」を踏まえ策定した
「みやぎ心のケアセンター運営計画（令和３年度～令和７年度）」及び各年度
事業計画に基づき、東日本大震災により心理的影響を受けた県民が、安心し
て生活できるように支援事業を実施する。

　宮城県障害福祉計画（第６期障害福祉計画・第２期障害児
福祉計画）及び第７次宮城県地域医療計画で掲げる精神障
害者の地域生活への移行の推進に資するほか、新・宮城の
将来ビジョンにおける被災者の心のケア対策の基幹としての
活動が期待される。

項目 団体による自己評価 県（主務課）の所見
参考
指標

全体事業費 210,498 178,940 174,450 指定管理者

その他
の事業 0.0% 0.0% 0.0%

事業3 精神障害者相談支援体制強化事業
275 337 182 市町村に対するアドバイザー・講師の派遣、研

修会の実施、宮城県障害者自立支援協議会
における助言・指導0.1% 0.2% 0.1%

事業2 精神保健の向上等に関する事業
1,729 1,765 1,990 知識の普及啓発、調査研究、予防対策、機関

誌・広報誌の発行、地域講演会の実施0.8% 1.0% 1.1%

事業1 心のケアセンター事業
208,494 176,838 172,278 東日本大震災の被災者及び支援者の心のケ

アに関する活動（普及啓発、地域住民支援、支
援者支援）99.1% 98.8% 98.8%

事業名
事業費　(単位：千円)

事業内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度

千円

出資等総額 0 千円

千円

設立目的
（定款等）

　精神保健福祉の推進に関する事業を行い、県民の精神保健福祉の
向上に寄与することを目的とする。

そ
の
他

県出資額
・割合

- 千円
ホームページ https://mseihofu.org/

第
５
位

千円

団体分類 自立支援団体 県主務課
保健福祉部 第

４
位精神保健推進室 千円

会長　高階　憲之 設　　　立 昭和46年3月25日
第
２
位 千円

１６　公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

所 在 地 大崎市古川旭５丁目７－２０

出
資
等
の
状
況

第
１
位 千円

代 表 者

電　　　話 0229-23-0021 ファックス 0229-23-0388
第
３
位

https://mseihofu.org/


５　経営状況　（単位：千円）

※2　委託金：随意契約によるものが対象。指定管理者制度に係る管理委託料は、非公募により選定された場合が対象。
（なお、非公募で指定管理者となった団体で利用料金収入がある場合は、利用料金収入を含めた額を計上している。）

※3　総収入＝経常収益＋経常外収益＋当期指定正味財産増加額【正味財産増減計算書】

６　主な経営指標

７　組織・役職員の状況

( ） ( ） ( ）
( ） ( ） ( ）

%- 不足数 -

※4　常勤職員：プロパー職員、県派遣・県退職者、その他の派遣職員（県以外の自治体、民間企業等）を指すもの。

※5　上記以外の職員：任期付職員、契約社員、嘱託、非常勤職員、臨時職員及びパート・アルバイト等、常勤職員に該当しない職員の合計を指すもの。
※6　6月1日現在で、公共職業安定所に提出する『障害者雇用状況報告書』の数値を掲載しているもの。（法定雇用率が課せられている団体のみ記載)
　 　【除外率が適用となる団体は、除外率適用後の常用労働者数に基づき記載】

障害者雇用の状況　（※6） 法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数 - 雇用障害者数 - 実雇用率

1 1 1 平均年収
（千円）

出資割合２５％未
満のため非公開上記以外の職員（※5） 4 4 4

職員

常勤職員　（※4） 26 25 22 平均年収
（千円）

-
プロパー職員

役員

常勤職員（プロパー）

県派遣職員 0 0 0 平均年齢(歳) 50.7

20 19 16
県退職者 5 5 5

その他の派遣職員

0 0 常勤役員
非常勤（うち県退職者） 14 5 14 5 14 5
常勤 　（うち県退職者） 0 0 0 0

平均年齢(歳) -

（人）

役職員の人数
令和４年度

（実績）
令和５年度

（実績）
令和６年度

（6月末現在）
令和５年度における
常勤役職員の状況

管理費比率 管理費÷経常収益×100 0.7% 0.7% 0.8% 0.1%
経常利益率 当期経常増減額÷経常収益×100 -0.6% -0.4% -0.3% 0.1%
借入金依存度 （長期借入金＋短期借入金）÷資産合計（総資産）×100 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
流動比率 流動資産÷流動負債×100 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
正味財産比率 正味財産合計÷資産合計（総資産）×100 53.8% 52.8% 50.4% -2.4%

評価項目 算式等 令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減(R5-R4)

年度末貸付金残高 0 0 0 0
損失補償（債務保証）残高 0 0 0 0

175,327 △ 3,422
総収入に対する補助金等割合 99.0% 98.9% 98.3%

単年度貸付額 0 0 0 0

75,567
負担金 125 125 125 0

県
の
財
政
的
関
与

補助金 205,860 176,048 96,049 △ 79,999
委託金　※2 502 570 76,137

補助金等合計 206,487 176,743 172,311 △ 4,432
総収入　※3 208,657 178,749

当期指定正味財産増減額 △ 2,010 △ 750 80 830
当期正味財産増減額 △ 3,212 △ 1,531 △ 488 1,043

当期経常外増減額 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 1,202 △ 781 △ 568 213

経常外収益 0 0 0 0
経常外費用 0 0 0 0

△ 1,202 △ 781 △ 568 213
当期経常増減額 △ 1,202 △ 781 △ 568 213

正
味
財
産
増
減
計
算
書

経常収益 210,667 179,499 175,247 △ 4,252
うち事業収益 0 0

うち管理費 1,372 1,340 1,365 25

0 0
経常費用 211,869 180,280 175,815 △ 4,465

評価損益等調整前当期経常増減額

一般正味財産 2,484 1,703 1,134 △ 569

指定正味財産 17,796 17,046 17,127 81

0

流動負債 17,402 16,762 17,949 1,187

0
正味財産合計 20,280 18,749 18,261 △ 488

うち長期借入金 0 0 0

うち基本財産 0 0

固定負債 0 0 0

17,949 1,187
固定資産 20,280 18,749 18,261 △ 488

貸
借
対
照
表

資産合計 37,682 35,511 36,210 699
流動資産 17,402 16,762

0
負債合計 17,402 16,762 17,949 1,187

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 増減(R5－R4)



別記様式第３号　経営評価シート

１　組織運営の健全性に関する指標

№ 項目

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

■

■

■

■

□

■

■

■

施設等管理規程 ■

□

2

1

0

1

0

実効的な外部監査を受けて
いるか。
〔指標〕
　✓公認会計士・税理士の関
与の有無

①公認会計士・税理士による監事（監
査役）監査の実施又は監査法人による
監査の実施。

組織内の業務監査体制を整
備しているか。
〔指標〕
　✓組織内の業務監査体制の
整備の有無

①整備している。

0

②整備していない。

1
②公認会計士・税理士による定期的な
指導を受けている。

③公認会計士・税理士による関与はな
い。

決裁規程

給与規程

退職手当規程

業務継続計画（ＢＣＰ）

ＤＸ推進に向けた体制を整
備しているか。
〔指標〕
　✓ＤＸについて検討・推進
を行う部署の設置又は担当者
の配置の有無

①設置又は配置している。

就業規則

役員報酬規程

職務分掌規程

会計規程

契約規程

0

②設置又は配置していない。

3

内部統制 必要な業務規程を整備して
いるか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる業務規程等
の整備状況

①８項目以上整備

1

②８項目未満整備

2

組織体制 経営幹部へ民間等経験者を
含む多様な人材を登用して
いるか。
〔指標〕
　✓役員に民間企業等出身者
を登用・配置の有無

①登用している。

1

②登用していない。

人材育成の取組を行ってい
るか。
〔指標〕
　✓人材育成や内部登用、
独自の人材確保の取組の有
無

①行っている。

1

②行っていない。

１６　公益社団法人宮城県精神保健福祉協会

評価内容 評価

1

経営方針 経営方針を明確にし、職員
に周知しているか。
〔指標〕
　✓経営方針の職員等への
周知の有無

①周知している。

1

②周知していない。



№ 項目 評価内容 評価

内部統制

2

1

0

■

□

■

■

■

■

■

■

■

□

□

2

1

0

■

■

■

□

■

9

参考
指標

A

合計（12点満点）

団体による自己評価
（概況、上記指標以外の取組実績、今後の課題・

対策等）
県（主務課）の所見

　基幹センターに経理職を採用し、地域センター
に担当事務職員を配置し、内部統制に努めるとと
もに、内部規程等の制定・改廃は、課長以上会議
で説明後全職員に通知し、周知徹底を図った。ま
た、全職員参加の職員会議（全体ミーティング）
において、コンプライアンスに対する意識の向上
を図った。

　経理事務等における内部牽制の取組や職員の
コンプライアンスに対する意識向上の取組を積
極的に行っており、良好な組織運営であると認
められる。本県が依頼する提出資料等について
も、迅速に対応し、説明・提出を行っている。
引き続き組織運営の維持・強化が図られるよう
助言等を行う。

財産目録

キャッシュフロー計算書（作成してい
る場合）

役員の報酬・退職金に関する規定

2

②１～２項目実施している。

③実施していない。

○コンプライアンスに関する規程を整
備している。

○マニュアル等を作成し、職員に配布
する等周知を図っている。

○職員に対する啓発等研修の場を設定
している。

○公益通報者保護法に基づく公益通報
制度を設けている。

○その他、コンプライアンス経営を充
実するための取組を実施している。

3

適切に情報公開を行ってい
るか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる資料の団体
ホームページにおける公開状
況

①下記のうち、６項目以上（会社法法
人・その他の法人は４項目以上）を公
開している。

2

②下記のうち、６項目未満（会社法法
人・その他の法人は４項目未満）を公
開している。

③ホームページで公開していない。

コンプライアンスに関する
取組を行っているか。
〔指標〕
　✓右欄に掲げる取組の実施
状況

①３項目以上実施している。

定款(寄附行為）

役員等名簿

事業計画書

収支予算書

事業（営業）報告書

収支計算書

貸借対照表

損益計算書（正味財産増減計算書）

＜参考指標＞

合計点が

9～12点の場合：Ａ（概ね良好）

6～ 8点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

3～ 5点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 2点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）



２　財務の健全性に関する指標

№ 項目

①３期連続黒字（増加） 3

②当期黒字（増加）
　又は
　当期赤字（減少）かつ2期黒字（増加）

2

③当期赤字（減少）かつ１期黒字（増加） 1

④３期連続赤字（減少） 0

①３期連続黒字（増加） 3

②当期黒字（増加）
　又は
　当期赤字（減少）かつ2期黒字（増加）

2

③当期赤字（減少）かつ１期黒字（増加） 1

④３期連続赤字（減少） 0

①当期≧０（累積欠損金なし） 2

②当期＜０（累積欠損金あり） 0

①当期≧３０％ 2

②当期＜３０％ 0

①当期≦正味財産（自己資本）比率、借入
金なし

1

②当期＞正味財産（自己資本）比率 0

①当期≧１００％ 1

②当期＜１００％ 0

6

参考
指標

B

合計（12点満点）

団体による自己評価
（概況、今後の課題・対策等）

県（主務課）の所見

「事業２」については、会費収入等を財源として
おり、事業実施にあたっては、新規会員の加入を
募るなど、会員数の拡大及び会費収入の増加を図
り、自主財源の確保を図る必要がある。

　将来的に安定した活動を行うためには、自
主財源の確保が必要であることから、引き続
き新規会員の加入促進などの積極的な働きか
けが必要である。

2

安全性 財務は安定しているか。
〔指標〕正味財産(自己資本)比率の状況
　✓正味財産合計（純資産）÷資産合計
×100

2

借入金に依存していないか。
〔指標〕借入金依存度の状況
　✓（短期借入金＋長期借入金）÷資産
合計×100

1

十分な支払能力を維持しているか。
〔指標〕流動比率の状況
　✓流動資産÷流動負債×100 1

評価内容 評価

1

採算性 経常的な活動は赤字傾向にないか。
〔指標〕
　✓正味財産増減計算書：経常増減額
　✓損益計算書：経常損益
　✓収支計算書：事業収入-(事業費＋管
理費)

0

事業活動全体は赤字傾向にないか。
〔指標〕

　✓正味財産増減計算書：正味財産増減
額
　✓損益計算書：純利益（損失）
　✓収支計算書：収支差額

0

累積欠損金はないか。
〔指標〕
　✓公益法人会計：正味財産合計-出資等
合計
　✓企業会計　　：利益剰余金

2

＜参考指標＞

合計点が

10～12点の場合：Ａ（概ね良好）

6～ 9点の場合：Ｂ（改善の余地あり）

3～ 5点の場合：Ｃ（改善措置が必要）

0～ 2点の場合：Ｄ（大いに改善措置が必要）


